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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

防
衛
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
〇
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
自
衛
隊
の
任
務
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
自
衛
官
定
数
等
の
変
更
、
内
部
部
局
の
職
員
に
自
衛
官
を
加

え
る
た
め
の
規
定
の
整
備
、
防
衛
審
議
官
の
新
設
、
航
空
自
衛
隊
の
航
空
総
隊
の
改
編
、
早
期
退
職
募
集
制
度
に
対
応
す
る
た

、

。

め
の
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
の
支
給
に
係
る
規
定
の
整
備
等
を
行
う
も
の
で
あ
り

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

、

、

（

）
、

一

自
衛
隊
の
定
数
を
二
段
階
で
改
定
す
る
こ
と
と
し

最
終
的
に
陸
上
自
衛
官
十
五
万
千
二
十
三
人

六
百
十
八
人
の
減
員

海
上
自
衛
官
四
万
五
千
四
百
九
十
四
人
（
五
十
六
人
の
減
員

、
航
空
自
衛
官
四
万
七
千
七
十
三
人
（
五
十
五
人
の
減
員

、

）

）

共
同
の
部
隊
に
所
属
す
る
自
衛
官
千
二
百
五
十
三
人
（
九
十
四
人
の
増
員

、
統
合
幕
僚
監
部
に
所
属
す
る
自
衛
官
三
百
六

）

十
七
人
（
八
人
の
増
員

、
情
報
本
部
に
所
属
す
る
自
衛
官
千
九
百
十
人
（
一
人
の
増
員
）
及
び
内
部
部
局
に
所
属
す
る
自

）

衛
官
四
十
人
の
総
計
二
十
四
万
七
千
百
六
十
人
（
五
百
八
十
六
人
の
減
員
）
と
す
る
。
ま
た
、
即
応
予
備
自
衛
官
の
員
数
を

八
千
百
七
十
五
人
（
二
百
九
十
二
人
の
減
員
）
と
す
る
。

二
、
文
官
と
自
衛
官
の
一
体
感
を
醸
成
し
つ
つ
、
防
衛
大
臣
の
的
確
か
つ
迅
速
な
意
思
決
定
を
確
保
す
る
た
め
、
内
部
部
局
の

職
員
に
自
衛
官
を
加
え
る
た
め
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。
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三
、
防
衛
省
に
お
け
る
対
外
関
係
業
務
等
の
増
大
に
鑑
み
、
政
務
の
補
佐
体
制
に
万
全
を
期
す
た
め
、
当
該
業
務
等
を
総
括
整

理
す
る
防
衛
審
議
官
を
新
設
す
る
。

四
、
航
空
自
衛
隊
の
航
空
総
隊
の
編
成
に
航
空
戦
術
教
導
団
を
加
え
る
と
と
も
に
、
航
空
開
発
実
験
集
団
司
令
部
の
東
京
都
へ

の
移
転
等
を
行
う
。

五
、
早
期
退
職
募
集
制
度
に
対
応
す
る
た
め
、
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
の
支
給
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

六
、
本
法
律
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


